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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2023年９月10日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号に基

づき提出した臨時報告書及び2024年９月13日付で提出した臨時報告書の訂正報告書の記載事項の一部に変更が生じました

ので、金融商品取引法第24条の５第５項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

訂正箇所は　　線を付して示しております。

 

報告内容

（訂正前）

(3) 当該分割に係る割当ての内容

（中略）

③その他の吸収分割契約の内容

（中略）

吸収分割契約書

（中略）

第4条（分割効力発生日）

　本吸収分割が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2024年10月1日とする。但し、手続き進行上の必要

性その他の事由による必要な場合には、分割会社及び承継会社は、協議・合意の上、これを変更することができる。

（後略）

 

（訂正後）

(3) 当該分割に係る割当ての内容

（中略）

③その他の吸収分割契約の内容

（中略）

吸収分割契約書

（中略）

第4条（分割効力発生日）

　本吸収分割が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2024年10月29日とする。但し、手続き進行上の必要

性その他の事由による必要な場合には、分割会社及び承継会社は、協議・合意の上、これを変更することができる。

（後略）

 

以　上
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